
３０年度 ２９年度 ２８年度

実質赤字比率 一般会計等の実質赤字の比率 － － － 　１５.０ ２０.０

連結実質赤字比率 全ての会計の実質赤字の比率 － － － 　２０.０ ３０.０

実質公債費比率
公債費及び公債費に準じた
経費の比重を示す比率

３．１ １．７ ０．５ 　２５.０ ３５.０

将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき
実質的な負債を捉えた比率

７２．７ ８１.０ ９４.８ ３５０.０

３０年度 ２９年度 ２８年度

資金不足比率 公営企業ごとの資金不足の比率 － － － ２０.０

比　率　の　内　容
経営健全化
基　　　準

財政再生
基　　準

下　諏　訪　町

比　率　の　内　容
下　諏　訪　町 早期健全化

基　　　準
財政再生
基　　準

～平成３０年度決算に基づく健全化判断比率等をお知らせします～

　　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、１９年度から市町村の財政指標の公表を

　行っています。法律では、健全化判断比率（実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・

　将来負担比率）及び資金不足比率を監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、公表しなければ

　　下諏訪町の比率は次のとおりです。

　ならないとしています。


